
令和８年度採用「置戸町地域おこし協力隊」応募　一覧表 

 № 1

 
職種 オケクラフト養成塾生

 人数 ２名

 

募集要件

■オケクラフトの生産者を志す方 

■町内に定住してクラフト生産に従事する意思がある方

 ■概ね５６歳未満

 ■普通自動車免許証を所有し自家用車を所持している方　　■男女不問 

■３大都市圏又は３大都市圏外の都市地域に居住し、採用決定後、置戸町に生活拠点を移し住民

票を異動できる方 

■心身ともに健康で、地域住民と協力して地域活性化に取り組む意欲がある方　 

■地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方

 

　 

活

動

内

容

１ 

年 

目

（１）基礎研修 

オケクラフト及び木工芸に関する基礎的な技術・知識並びに生産から流通までの総合的なデザイ

ンを学ぶ 

【具体的な研修】 

■座学 

・工芸デザイン、素材概論 

・木工の基礎知識 

・木工機械、器具の取扱い 

・塗装技術、乾燥技術 

■実習 

・オケクラフト生産実習 

・生活用具のデザインと商品化 

・独立に向けての作業工程技術実習

 ２ 

・

３ 

年

目

（２）専門研修 

生産実習を通じて、オケクラフトの生産技術及びクラフトマンシップを習得するとともに、美意

識の向上と独立に向けて経済的に自立する能力を身につける 

【具体的な研修】 

１年目の内容の応用研修

 勤務地 オケクラフトセンター森林工芸館

 
期間満了

後の展望

オケクラフトの作り手として独立 

（個人事業主）

 
勤務時間

原則として、月曜日から金曜日までの午前８時３０分から午後４時３０分（１日７時間・週３５

時間勤務）を基本とします。 

※業務により勤務時間・曜日の振替があります。

 任用形態 

・期間

（１）置戸町会計年度任用職員として任用します。 

（２）令和８年９月１日から令和９年３月３１日まで（最長３年間、活動することが可能）

 
報酬等

報酬　月額　２００，０００円　（その他期末手当、時間外手当あり） 

【年収：概ね2,060,000円※初年度は9月採用（7ヶ月間）の想定額 

　(2年目以降：概ね3,300,000円)】



 

待遇・福

利厚生

（１）健康保険・厚生年金・雇用保険・労災保険に加入します。（自己負担あり） 

（２）原則として土曜日、日曜日、祝日及び年末年始（12月30日～1月4日までの6日間）は休日で

すが、業務により変更する場合があります。　（その場合、代休対応） 

（３）規定により年次休暇及び特別休暇があります。 

（４）活動期間中の住居は置戸町所有住宅を無償貸与します。※他の住宅を希望する場合の賃貸

料は応相談となります。 

（５）引越しに必要な経費や住居の光熱水費等は、隊員の負担となります。 

（６）活動のために必要な車両及びパソコンは貸与します。 

（７）活動のために必要な研修に係る旅費や事務用品は別途支給します。 

（８）活動に差し支えない範囲での副業は可能です。 

（９）その他詳細は、置戸町会計年度任用職員の取扱いになります。

 
申込期間

令和８年６月１７日～令和８年７月３１日（以後随時） 

※申込期間内においても、申込状況に応じて募集を締め切る場合があります。

 
申込方法

写真を貼付けした市販の履歴書及び職務経歴書を期限までに提出してください。（職務経歴書の様

式は自由）

 

選考方法

第１次選考～書類選考・WEBテスト（SPI-3） 

第２次選考～第１次選考合格者をリモートによる選考試験 

日時と場所は、第１次選考結果で通知します。※第２次選考後、合格者には速やかに電

話で通知します。また、受験者全員に文書で合否を通知します。


